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大阪、平２不35、平4.7.9 

 

命 令 書 

 

 申立人  うつぼ労働組合 

 申立人  Ｘ 

 

 被申立人 中外炉工業株式会社 

 被申立人 中外テック株式会社 

 

主  文 

 本件申立てを棄却する。 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者等 

(1) 被申立人中外炉工業株式会社（以下「会社」という）は、肩書地に本

社を置き、主として工業用炉及び産業機械の設計、施工等の事業を経営

しており、その従業員数は本件審問終結時約740名である。 

(2) 被申立人中外テック株式会社（以下「中外テック」という）は、昭和63

年に会社の子会社として設立され、主として技術設計の請負、人材派遣

等の事業を経営しており、その従業員数は本件審問終結時約40名である。 

(3) 申立人うつぼ労働組合（以下「組合」という）は、会社の従業員によ

り昭和39年11月に結成された労働組合で、組合員は本件審問終結時64名

である。なお、会社には組合の他に申立外中外炉工業労働組合（以下「別

組合」という）があり、その組合員は本件審問終結時約280名である。 

(4) 申立人Ｘ（以下「Ｘ」という）は、昭和34年会社に入社し、平成２年

８月31日に退職するまで電気計装設計の職務に従事する技術者であった。

また、Ｘは組合結成時における中心人物であり、昭和39年から41年まで

副執行委員長、同41年から42年まで執行委員長、同42年から45年まで執

行委員、同47年から48年まで会計監査、同63年から平成元年まで選挙管

理委員長と組合の役職を歴任した。 

２ 新定年制度導入をめぐる経緯について 

(1) 昭和61年６月11日、会社は従来の55歳定年（以下「旧定年」という）

制度を改め、昭和62年１月から毎年１歳ずつ定年を延長し（62年中に旧

定年に達する者は定年を１年延長し、63年中に旧定年に達する者は定年

を２年延長する。以下同様）、平成３年１月以降に旧定年に達する者から60

歳定年制を実現する新しい定年制度（以下「新定年制度」という）並び

にその前提条件として、入社から定年退職までの人材育成とその活用、

評価及び処遇を系統的に行って、従業員のモラールを永続的に維持、向
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上させることを目的とした人事制度（以下「能力開発人事」という）の

導入を組合と別組合に提案した（以下この提案を「会社提案」という）。 

(2) 昭和61年７月17日、会社は組合に新定年制度の内容についての説明を

行った。以降会社は５回にわたり会社提案についての団体交渉（以下「団

交」という）の開催を組合に申し入れたが、同年10月６日に至るまで組

合の事情により団交は開催されなかった。 

(3) 昭和61年10月６日、組合と会社は団交を開催し、この席上、会社は能

力開発人事の説明を行った。以後同年10月23日、同年11月11日及び同年12

月10日の３回にわたって団交が開催され、会社は他社における能力開発

人事の事例等の資料を提示しながら説明を行い、組合の理解を求めた。 

(4) 昭和61年12月19日、会社は組合に対して、会社提案に同意できるかど

うかについての確認を求めた。 

  これに対して組合は、新定年制度の導入には同意するが、能力開発人

事の導入については、制度の内容が明確でないこと、昇格、昇給差別に

つながるおそれがあることを理由に同意しなかった。一方、別組合は、

同年９月５日、会社提案に同意し、翌62年１月１日から新定年制度を導

入する旨の協定を締結していた。 

(5) 昭和61年12月27日、会社提案を議題とした事務折衝が会社と組合との

間で開催されたが不調に終わった。このため会社は、協定が締結されな

かったことにより組合員には新定年制度は適用されない旨組合に通告し

た。 

(6) 昭和62年１月13日、組合と会社は団交を開催し、この席上、会社は再

び会社提案の協定化を組合に申し入れたが、組合はこれに同意せず、団

交は不調に終わった。 

(7) 昭和62年１月27日、会社は組合に対して、会社提案についての諾否の

回答を同年３月末日までに行うよう通告し、再考を申し入れた。 

(8) 昭和62年１月28日、会社は全従業員に対して、同年１月１日に遡って、

新定年制度を実施する旨文書により周知した。なお、同文書には、「協定

末締結のため、組合所属の従業員には新定年制度の実施が見送りとなっ

た。」旨記載されていた。 

(9) 昭和62年２月13日、組合は会社に対して、会社提案のうち新定年制度

についてのみ協定化することを要求した。 

(10) 昭和62年３月30日、組合は会社に対して、新定年制度の導入について

のみ妥結する旨通告し、併せて前記(8)記載の文書を撤回するよう求めた。 

(11) 昭和62年３月31日、会社と組合は団交を開催したが、会社提案につい

て双方合意に至らなかったため、会社はこの件に関する組合との交渉を

打ち切った。 

(12) 昭和62年12月10日、組合は会社内で２つの定年制が存在することは異

常な事態であるとし、会社に対し即刻労働基準法に基づき就業規則を改

訂するよう要求した。 
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  一方、同日から会社は、翌63年に満55歳となり旧定年を迎えるＸを含

む昭和７年生まれの従業員全員に対して、新定年制度の適用（定年を２

年延長）を希望するかどうか、会社提案の主旨に同意できるかどうか、

についての照会文書（以下「同意書」という）を配布した。 

  なお、当該同意書についての回答期限は12月17日であった。 

(13) 昭和62年12月16日、組合は大阪西労働基準監督署（以下「大阪西労基

署」という）に対して、会社が就業規則の改訂を行わずに新定年制度を

導入しているとして、労働基準法第89条に基づく就業規則の変更届の提

出を会社に勧告するよう要請した。 

(14) 昭和62年12月17日、Ｘは会社に同意書を提出した。この同意書におい

てＸは、新定年制度の適用に同意し、定年延長を希望したが、「組合が能

力開発人事の具体的内容不明の現段階で大筋合意はできない旨声明して

いる以上、この点については態度を保留する。」旨の注記を付した。 

(15) 昭和62年12月21日、会社の人事担当者が大阪西労基署に出向き、前記

(13)記載の就業規則の改訂問題等について事情説明を行った。 

(16) 昭和62年12月24日、会社はＸに対して、新定年制度適用の取扱いにつ

いて説明した。その際会社は、新定年制度の適用に同意した以上はＸの

み特別扱いはできず、同人にも能力開発人事を適用する旨申し渡した。 

(17) 昭和63年２月９日、組合は会社に対して、会社提案に関する団交開催

要求書を提出した。この中で組合は、会社の態度が変わらなければ地方

労働委員会に不当労働行為救済申立てを行う旨申し添えた。 

(18) 昭和63年２月10日、会社は労働基準法第90条に基づき、就業規則の改

訂に関する従業員代表同意書を職場に回し、従業員の署名を求めた。こ

れに対し組合は、従業員代表の選出方法等に問題があるとして、組合員

にこの署名には応じないようにとの指令を出した。 

(19) 昭和63年２月12日、会社は大阪西労基署に、改訂後の就業規則を提出

した。 

  これにより、能力開発人事を前提とした新定年制度が全従業員に62年

１月１日に遡って適用されることとなった。 

(20) 昭和63年３月25日、組合は、就業規則中の能力開発人事に関する項目

について、組合と組合員は何ら拘束を受けるものではない旨記載した抗

議文を会社に提出した。 

３ 中外テック設立の経緯とその後の状況について 

(1) 昭和61年10月、会社は「新時代の中外炉創造のための経営ビジョンと

中期経営計画」（Ｃｒｅａｔｅ Ｎｅｗ ＣＲ）（以下「ＣＮＣ計画」とい

う）を策定した。この計画は、会社における新しい事業展開、事業の多

角化等を骨子とし、新分野、新事業への進出は既存の組織を活用するほ

か、分社化、子会社化により、中外炉グループ全体としての業容の拡大

を目指したものである。 

  また、会社はＣＮＣ計画を具体的に推進していくために、活性、効率、
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革新の頭文字のＫをとった３Ｋプロジェクトを全社的に展開した。 

(2) 昭和63年３月25日、ＣＮＣ計画に基づき、当時工炉事業部所属のＢ１

が「中外テック㈱設立構想」の試案（以下「Ｂ１試案」という）を作成

した。 

  その内容（抜粋）は次のとおりであった。 

(1) 当面の目的 

① 会社の設計効率化対策（会社受注案件の詳細設計の代行等） 

② 会社の高齢社員対策（定年退職者の受皿） 

(2) 将来の目的 

① 上記の当面の目的に次の目的を追加する。 

② 人材派遣業 

③ その他業務内容を拡大、発展、育成する。 

(3) 初期の社員構成 

① 現在嘱託として会社に勤務している下記社員で構成する。 

  Ｃ１・Ｃ２・Ｃ３・Ｂ２・Ｃ４・Ｃ５ 

② 昭和63年に新定年となる下記社員を受け入れる。 

  Ｃ６・Ｃ７・Ｂ３・Ｃ８・Ｃ９ 

③ 昭和65年（平成２年）に新定年となる下記社員の採用について

は充分検討して決定する。 

  Ｃ10・Ｘ・Ｃ11・Ｃ12・他６名 

(4) 第２期以降の社員構成については別途立案する。 

  その後、Ｂ１試案の(3)③の部分は成案（以下「設立構想」という）に

至るまでの間に削除された。 

(3) 昭和63年６月10日、会社は中外テックを設立した。 

  設立に当たり中外テックは、当時会社に嘱託として雇用されていた技

術者のＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｂ２、Ｃ４、Ｃ５及びＣ６の７名並びにその

後会社において定年を迎えた技術者のＣ７、Ｃ８、Ｃ９の３名及び事務

職のＢ３を社員として採用した。これらの者は、中外テックから会社へ

派遣され、定年前と同じ内容の業務に従事した。 

  また、当時会社の工炉事業部長のＢ１が中外テック社長を兼務した。 

(4) 平成元年３月、Ｂ１の後任としてＢ２が中外テックの社長に就任した

（以下同人を「Ｂ２社長」という）。 

(5) 平成２年５月、中外テックは会社のあっせんを受けて、同年４月に会

社を定年退職したＣ10を採用した。定年退職前、同人は、会社において

機械設備全体について見積りから設計まで一貫してこなせるプロジェク

トマネージャーとして職務に従事していた。 

(6) 平成２年９月当時における会社と中外テックとの関係は次のとおりで

ある。 

ア 資  本 

  中外テックの資本金は100％会社が出資している。 
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イ 所 在 地 

  中外テックの所在地は会社本社建物の３階に置かれており、会社と

の間で賃貸借契約を締結している。 

ウ 役員構成及び役員人事 

  平成２年９月現在における中外テックの役員はＢ２社長ほか４名で

あり、取締役Ｂ４は会社技術企画室長を、取締役Ｂ５は会社経営企画

室課長を、監査役Ｂ６は会社監査役をそれぞれ兼務していた。 

  また、取締役Ｂ３は会社の元東京支社営業部長であった。 

  なお、中外テックの役員人事に関する最終的判断は会社が行ってい

る。 

エ 経営方針の決定 

  中外テックの経営方針については、会社が中外テックから業績の報

告を受け、これを分析、判断した上、必要な助言を行っている。 

オ 取引関係 

  中外テックにおける３期目（平成２年）の売上げは約５億円であり、

うち９割が会社との取引に係るものである。 

  なお、中外テック設立１期目における売上げは全額会社との取引に

係るものであったが、その後中外テックは外部取引の拡大に努めてい

る。 

カ 従業員の採用方法 

  中外テックにおける従業員の採用については、会社からのあっせん

を受ける場合のほか、設立後各種求人情報紙に募集記事を掲載するな

ど独自に求人活動を行っている。 

(7) 会社は、中外テックのほかＣＮＣ計画に基づき、主要な子会社として

株式会社シーアール、中外エンジニアリング株式会社、中外システム株

式会社、中外プロックス株式会社、中外エスエスジー株式会社の設立等

を行った。 

４ Ｘの中外テックへの採用をめぐる経緯について 

(1) 平成２年４月初旬、Ｘの直属の上司である電計部電計２課長のＢ７（以

下「Ｂ７課長」という）が同年８月31日に57歳で定年を迎えるＸに対し

て、「定年後も続けて協力してもらえるだろうか。今仕事も大変で、人手

がなかなか確保できないし、もしもオーケーなら、どうなるか分からな

いが上の方に言うていきたい。」（以下この発言を「Ｂ７発言」という）

と述べた。 

  これに対してＸは、「今のところ次のことは何も決めておらず白紙の状

態だ。今の仕事を続けてやらしてもらえるのならよろしく。その場合、

どんな形でいくことになるのか、また条件等はどうなるのか知りたい。」

と述べた。 

(2) 平成２年５月21日、ＸはＢ７課長に対して、「その後あの話はどうなっ

ているのか。」と尋ねたところ、Ｂ７課長は、「Ｘの場合はだいぶ難しい
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と思う。」との電計部長のＢ８（以下「Ｂ８部長」という）の返事を伝え

た。これに対してＸは、「何故難しいのか。また、それが会社としての見

解なのか知りたい。わたしもどうするか決めねばならんし。」と質したと

ころ、Ｂ７課長は、「もう一度聞いてみる。」と述べた。 

(3) 平成２年５月22日、Ｂ７課長はＸに対して、「再度Ｂ８部長にＸの意向

を伝えたが、『難しい。Ｘの仕事は他の人に引き継いだらどうか。』との

返事であった。」旨告げた。これに対してＸが、「何が難しいのか。それ

が会社の最終回答か是非知りたい。」と質したところ、Ｂ７課長は、「そ

れでは一緒にＢ８部長と話をしよう。」と述べた。 

(4) 平成２年５月24日、Ｂ７課長が出張中で不在であったため、Ｘが直接

Ｂ８部長のところへ出向き、「８月で定年となるが、今の仕事を続けたい。」

旨申し入れたところ、Ｂ８部長は、「就業規則で決まっており、延長とい

うのは難しいと思う。」と答えた。これに対しＸは、「現実に最近もＣ10

氏らが中外テックに採用された例もあり、会社から中外テックはそうい

う目的をもって設立したと聞いている。一度会社としての考えを聞いて

もらいたい。」旨述べた。これに対しＢ８部長は、「わかった。一度聞い

てみる。」と答えた。 

(5) 平成２年６月１日、Ｂ８部長はＸに対して、「定年者はすべて子会社に

雇用するというルールはないし、Ｘの場合、会社としては必要ないと判

断している。」旨会社の考え方を伝えた。これに対してＸがその理由を質

したところ、Ｂ８部長は、「会社として総合判断したということだ。」と

答えた。そこでＸは、「総合判断の中味は何ですか。現場上司としての部

長のご意見はどうですか。」と質したところ、Ｂ８部長は、「私の考えと

会社の考えは同じである。」と述べた。 

(6) 平成２年６月13日、組合の副委員長Ａ１はＸとともに、Ｂ８部長と職

場交渉を行い、この席上、組合はＸの中外テックへの採用（以下この問

題を「Ｘ問題」という）の途について質したところ、Ｂ８部長は、「会社

の総合判断でＸは必要ない。」旨答えた。 

(7) 平成２年６月27日、組合は会社に対して、当面の新定年制度適用者に

ついて、子会社への再雇用のあっせんは無条件に行われるべきであるこ

と等を内容とする要求書を提出した。 

(8) 平成２年７月10日、組合と会社はＸ問題等を議題として第１回目の団

交を行った。この席上、組合が前記(7)記載の要求書についての回答を求

めたところ、会社は、「基本的には定年を迎えた人には段階的定年ではあ

るがそれなりの対応を行っている。」旨答えた。 

  また、組合はＸ問題について、「Ｂ７発言から、直属の上司もＸに継続

して働いてもらうことを望んでいる。」旨、また、「中外テックは高齢者

対策を当面の目的として設立されており、現に新定年制度適用後に会社

を退職した者も数多く働いている。」旨述べた。これに対して会社は、「直

属の上司がＸの定年後の継続雇用を望んだとは聞いておらず、会社とし
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てＸは総合判断により必要ないとした。」旨、また、「中外テックの設立

当初は、高齢者の雇用も考慮したことは事実であるが、経営形態は変化

するものである。」旨述べた。さらに組合が総合判断の中味について尋ね

たところ、会社は、「総合判断の材料をいちいち挙げることはできない。」

旨答えた。 

(9) 平成２年７月19日、組合と会社は、Ｘ問題等を議題とした第２回目の

団交を行った。この席上、組合は、「Ｘが子会社である中外テックや株式

会社シーアールで雇用されれば、従来と同じ業務に就くことが可能であ

る。」旨述べたところ、会社は、「会社の子会社は一つの独立企業であり、

会社の全面的指導を受けるものではないから、ここでの団交議題とはな

らない。」旨述べた。これに対して組合は、「中外テック等は定年者の雇

用確保の目的で設立されており、会社の今までの技術系の退職者は、中

外テックに採用されることが一種の慣例になっている。」旨述べた。 

  これに対して会社は、「そのような慣例は制度化しておらず、希望者全

員を自動的にあっせんするような考えはない。また、高齢者の雇用確保

が中外テックの設立目的の一つであったとしても、時代のすう勢や経営

の状況により変化があるのは当然である。」旨述べた。 

  さらに組合は、「Ｂ７発言はＸに雇用の継続を要請する趣旨である。」

旨述べたところ、会社は、「会社の方からそのような依頼はしたことがな

く、Ｘを中外テックへあっせんしないのは、会社の総合判断である。」旨

答えた。 

(10) 平成２年７月27日、組合と会社はＸ問題等を議題とした第３回目の団

交を行った。この席上、会社は、「Ｂ７発言の趣旨について本人に直接確

認したところ、同発言はＢ７課長がＸに雇用の継続を求める趣旨で行っ

たのではない。」旨、また、「会社としての総合的判断から再雇用のあっ

せんを行わない。」旨述べた。 

(11) 平成２年８月17日、組合と会社はＸ問題等を議題とした第４回目の団

交を行った。この席上、組合がＸ問題に関する会社としての最終的判断

について質したところ、会社は、「会社での再雇用は考えておらず、また、

総合的判断から中外テックへのあっせんを行わない。さらに、制度的に

定年退職者全員を中外テックへあっせんする考えはなく、中外テックに

は当初高齢者雇用の目的もあったが業容の拡大に伴い、中外テックが独

自に経営方針を定めていくことになる。」旨述べた。これに対し組合は、

「Ｘを中外テックにあっせん、採用しないのは、不当労働行為であり、

地方労働委員会に申立てを行う。」旨述べた。 

(12) 平成２年８月31日、Ｘは雇用満了日を迎え、定年退職した。 

５ 会社における定年退職者の動向等について 

(1) 昭和52年以降における会社定年退職者の嘱託及び雇員としての再雇用

（以下「嘱託再雇用」という）及び他社へのあっせんの状況は、次表の

とおりである。  
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暦 年 

 

（ ）内 

は生れ年 

定年退職者数 嘱託再雇用者数 就職あっせん者数 

技

術

職 

営

業

職

等 

技

能

職 

そ

の

他 

合

 

計

技

術

職

営

業

職

等

技

能

職

そ

の

他

合

 

計

技

術

職

営

業

職

等 

技

能

職 

そ

の

他 

合

 

計

昭和52年 

（大正11） 
１ ２ ０ ０ ３ － － － － － － － － － －

昭和53年 

（大正12） 
２ ２ １ ２ ７ １ １ ０ １ ３ － － － － －

昭和54年 

（大正13） 
０ ０ ２ ０ ２ ０ ０ １ ０ １ － － － － －

昭和55年 

（大正14） 
１ １ ０ ０ ２ － － － － － ０ １ ０ ０ １

昭和56年 

（大正15） 
０ ０ ４ １ ５ ０ ０ １ ０ １ － － － － －

昭和57年 

（昭和２） 
３ ０ ２ ２ ７ ２ ０ ０ １ ３ １ ０ ０ ０ １

昭和58年 

（昭和３） 
４ ２ ２ ０ ８ ３ １ ０ ０ ４ － － － － －

昭和59年 

（昭和４） 
１ ３ ４ ０ ８ １ １ ０ ０ ２ ０ １ ０ ０ １

昭和60年 

（昭和５） 
１ ４ ２ ０ ７ １ ２ ０ ０ ３ － － － － －

昭和61年 

（昭和６） 
２ １ ３ ０ ６ ２ １ １ ０ ４ － － － － －

昭和63年 

（昭和７） 
４ ４ ０ ０ ８ １ ０ ０ ０ 1 ３ １ ０ ０ ４

平成２年 

（昭和８） 
５ ３ ０ ０ ８ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １
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合 

 

計 

定年退職者数 嘱託再雇用者数 就職あっせん者数 

技

術

職

営

業

職

等 

技

能

職 

そ

の

他

合

 

計

技

術

職

営

業

職

等

技

能

職

そ

の

他

合

 

計

技

術

職

営

業

職

等 

技

能

職 

そ

の

他 

合

 

計

① 

昭和 52 年 

 ～56 年 

４ ５ ７ ３ 19 １ １ ２ １ ５ ０ １ ０ ０ １

② 

昭和 52 年 

 ～61 年 

15 15 20 ５ 55 10 ６ ３ ２ 21 １ ２ ０ ０ ３

③ 

昭和 57 年 

 ～61 年 

11 10 13 ２ 36 ９ ５ １ １ 16 １ １ ０ ０ ２

④ 

昭和 63 年 

・平成２年 

９ ７ ０ ０ 16 １ １ ０ ０ ２ ４ １ ０ ０ ５

（注）ア 技術職とは、設計、製造、工事等の業務に従事する者である。 

イ 営業職等には、事務職を含む。 

ウ 技能職とは、製作、保守、運転手等の業務に従事する者である。 

エ 昭和７年生れ（昭和 63 年の定年退職者）以降から新定年制度の適用

がある。 
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(2) 前記(1)の昭和57年以降における詳細は次表のとおりである。 

生

年 

氏 名 職 種 定年退職年月

定年時

役 職

再 雇 用 の 有 無

（定年前退職年月）

子 会 社

入 社 年 月

① 

昭 

和 

２ 

年 

生 

れ 

Ｃ１ 技 術 昭和57.１ 部 長 昭和 57.２嘱託 昭和63.７(c)入社

①－Ａ 技 能 昭和57.１ 係 長 ――― ―― 

①－Ｂ その他 昭和57.１ ―― ――― ―― 

①－Ｃ その他 昭和57.３ ―― 昭和 57.４雇員 ―― 

①－Ｄ 技 能 昭和57.５ ―― ――― ―― 

Ｃ２ 技 術 昭和57.５ 課 長 昭和 57.６嘱託 昭和63.７(c)入社

Ｃ13 技 術 昭和57.６ 課 長 ――― ――― 

② 

昭 

和 

３ 

年 
生 

れ 

Ｃ14 技 術 昭和58.１ 課 長 ――― ――― 

②－Ａ 営業等 昭和58.１ 副部長 昭和 58.２嘱託 ――― 

Ｃ３ 技 術 昭和58.４ 部 長 昭和 58.５嘱託 昭和63.７(c)入社

②－Ｂ 営業等 昭和58.６ 係 長 ――― ――― 

②－Ｃ 技 能 昭和58.８ 主 任 ――― ――― 

②－Ｄ 技 能 昭和58.９ ―― ――― ――― 

Ｃ15 技 術 昭和58.９ 副部長 昭和 58.10 嘱託 昭和59.５(b)入社

Ｃ16 技 術 昭和58.10 課 長 昭和 58.11 嘱託 ――― 

③ 

昭 

和 

４ 

年 

生 

れ 

③－Ａ 営業等 昭和59.２ 副部長 ――― ――― 

③－Ｂ 技 能 昭和59.３ 主 任 ――― ――― 

③－Ｃ 営業等 昭和59.４ 課 長 昭和 59.５嘱託 ――― 

Ｃ17 技 術 昭和59.４ 課 長 昭和 59.５嘱託 昭和60.７(b)入社

③－Ｄ 技 能 昭和59.４ ―― ――― ――― 

③－Ｅ 技 能 昭和59.７ 主 任 ――― ――― 

③一Ｆ 営業等 昭和59.10 課 長 ――― 昭和59.11(a)入社

③－Ｇ 技 能 昭和59.10 ―― ――― ――― 

 



- 11 - 

生

年 

氏 名 職 種 定年退職年月

定 年 時

役 職

再 雇 用 の 有 無

（定年前退職年月）

子 会 社

入 社 年 月

④ 

昭 

和 

５ 

年 

生 

れ 

④－Ａ 営業等 昭和60.１ 課 長 ――― ――― 

④－Ｂ 技 能 昭和60.３ 主 任 ――― ――― 

④－Ｃ 営業等 昭和60.３ 部 長 昭和 60.４嘱託 ――― 

④－Ｄ 技 能 昭和60.４ 主 任 ――― ――― 

Ｂ２ 技 術 昭和60.５ 部 長 昭和 60.６嘱託 昭和63.７(c)入社

④－Ｅ 営業等 昭和60.７ 副 部 長 ――― ――― 

④－Ｆ 営業等 昭和60.10 課 長 昭和 60.11 嘱託 ――― 

⑤ 

昭 

和 

６ 

年 

生 

れ 

Ｃ４ 技 術 昭和61.３ 部 長 昭和 61.４嘱託 昭和63.７(c)入社

⑤－Ａ 技 能 昭和61.５ 係 長 ――― ――― 

⑤－Ｂ 技 能 昭和61.５ ―― 昭和 61.６雇員 平成１.６(a)入社

Ｃ５ 技 術 昭和61.６ 部 長 昭和 61.７嘱託 昭和63.７(c)入社

⑤－Ｃ 技 能 昭和61.11 係 長 ――― ――― 

⑤－Ｄ 営業等 昭和61.11 部 長 昭和 61.12 嘱託 ――― 

⑥ 

昭 

和 

７ 

年 

生 

れ 

Ｃ18 技 術 昭和63.１ 副 部 長 （昭和62.１退職） ――― 

⑥－Ａ 営業等 昭和63.１ 課 長 ――― ――― 

Ｃ19 技 術 昭和63.１ 副 部 長 （昭和62.３退職） ――― 

Ｃ６ 技 術 昭和63.４ 課 長 昭和 63.５嘱託 昭和63.７(c)入社

⑥－Ｂ 営業等 昭和63.４ 部 長 （昭和62.３退職） 昭和62.３(b)入社

Ｃ７ 技 術 昭和63.８ 課 長 ――― 昭和63.９(c)入社

Ｂ３ 営業等 昭和63.８ 部 長 ――― 昭和63.９(c)入社

Ｃ８ 技 術 昭和63.９ 副 部 長 ――― 昭和63.10(c)入社

Ｃ９ 技 術 昭和63.９ 係 長 ――― 昭和63.10(c)入社

⑥－Ｃ 営業等 昭和63.10 課 長 ――― ――― 

⑥－Ｄ 営業等 昭和63.11 ―― ――― ――― 
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生

年 
氏 名 職 種 定年退職年月

定 年 時

役 職

再雇用の有無

（定年前退職年月）

子会社 

入社年月 

⑦ 

昭 

和 

８ 

年 

生 

れ 

⑦－Ａ 営業等 平成２.１ 係 長 平成２.２嘱託 ――― 

Ｃ20 技 術 平成２.３ 課 長 ――― ――― 

⑦－Ｂ 営業等 平成２.３ 主 任 ――― ――― 

⑦－Ｃ 技 能 平成２.３ 係 長 （平成１.12退職） ――― 

⑦－Ｄ 営業等 平成２.４ 係 長 （平成１.12退職） ――― 

Ｃ10 技 術 平成２.４ 副 部 長 ――― 平成２.５(c)入社

⑦－Ｅ 技 能 平成２.８ ―― （昭和63.８退職） 昭和63.９(a)入社 

Ｘ 技 術 平成２.８ 係 長 ――― ――― 

Ｃ11 技 術 平成２.10 課 長 ――― ――― 

Ｃ12 技 術 平成２.10 課 長 ――― ――― 

⑦－Ｆ 技 能 平成２.11 係 長 （昭和63.11退職） ――― 

⑦－Ｇ 営業等 平成２.11 課 長 ――― ――― 

（注）ア 子会社欄の(a)は株式会社シーアール（旧中外工業）、(b)は中外エ

ンジニアリング株式会社、(c)は中外テックを表す。 

イ 昭和７年生れ以降は、新定年制度の適用がある。 

ウ 組合員で定年退職を迎えたのはＸのみである。 

エ 「①昭和２年生れ」のＣ13は定年退職と同時に出向中の関連会社に

就職した。 

オ 「②昭和３年生れ」のＣ14は、嘱託の条件を不満として再雇用に応

じなかった。 

カ 「⑦昭和８年生れ」のＣ20は定年退職と同時に出向中の関連会社に

就職した。 

(3) 新定年制度に基づく会社の退職予定者数は、平成４年が13名、６年が23

名、８年が17名、９年が17名である。 

６ 申立人の請求する救済内容 

  申立人が請求する救済内容の要旨は次のとおりである。 

(1) 会社と中外テックは、Ｘを平成２年９月１日付で、中外テックに採用

されたものとして取り扱い、同人を会社に派遣し、同人が会社退職時ま

で従事していた業務若しくはそれに類似する業務に就かせ、同人に平成

２年９月１日以降中外テック所定の賃金を支払うこと。 

(2) 上記事項についての謝罪文を従業員の出入りする場所に掲示すること。 

第２ 判  断 

１ 中外テックの被申立人適格について 

(1) 当事者の主張要旨 

ア 申立人らは次のとおり主張する。 

(ｱ) 中外テックは、資本、所在地、役員構成、役員人事、経営方針の

決定、従業員の人事権、事業内容及び従業員の職務内容から見て、
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全面的に会社に依存しており、支配従属関係にある。 

(ｲ) 中外テックは、会社の技術系労働者の定年後の受皿を目的として

分社化されたものであり、会社の一部門として実質的に会社と同一

又は一体である。 

  したがって、中外テックは、本件において会社と共に被申立人適

格を有する。 

イ これに対し、被申立人らは次のとおり主張する。 

(ｱ) 中外テックとＸとの間に雇用関係が存在しないのであるから、中

外テックはそもそも不当労働行為の主体となり得ない。 

(ｲ) 中外テックは独立した事業主体として独自に従業員の採用、労働

条件の決定等行っているのであって、会社に支配され、従属する関

係にはない。 

  以上のことから、中外テックは本件において、被申立人適格を有

しないのであるから、中外テックに対する本件申立ては却下される

べきである。 

(2) 当委員会の判断 

  中外テックの被申立人適格について判断するに、前記第１．３(2)、(3)、

(5)及び(6)認定によると、①中外テックは会社の設計業務の代行及び定

年退職者の受皿を当面の目的として設立されたこと、②Ｘの定年退職に

至るまで定年退職した会社の技術者（以下「技術系退職者」という）11

名（定年後会社に嘱託再雇用されていた者を含む）が中外テックに採用

されており、かつ採用と同時に会社に派遣され従前と同じ業務に従事し

ていること、及び③資本、所在地、役員構成、役員人事、経営方針の決

定及び取引関係の点において、中外テックは会社と極めて密接な関係に

あることが認められ、これらのことからすると、Ｘと中外テックとの間

に未だ雇用関係は生じていないけれども、不当労働行為の存否について

実体審理に入るのが相当と考えられるので、中外テックは被申立人適格

を有せず、中外テックに対する本件申立ては却下されるべきであるとす

る被申立人らの主張は採用できない。 

２ Ｘの中外テック不採用について 

(1) 当事者の主張要旨 

ア 申立人らは次のとおり主張する。 

(ｱ) 新定年制実施前において、会社は技術系退職者については本人が

希望しない場合を除き、全員を嘱託再雇用し、定年前と同じ仕事に

従事させてきた。そして、昭和63年に会社の定年退職者受入のため

の子会社として中外テックが設立された後も、技術系退職者につい

ては本人が希望しない場合を除いて全員が中外テックに採用され、

定年前と同じ仕事に従事している。このような状況に照らすと、中

外テック設立の前後では、技術系退職者を引き続き従前の業務に従

事させるという実体に何ら変化はなく、会社における技術系退職者
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に対する嘱託再雇用ないし中外テックへの採用の取扱いはほとんど

労使慣行と異ならない程度に定着していた。 

(ｲ) にもかかわらず、会社及び中外テックが組合員で初めて定年を迎

えたＸに対してのみ中外テックへの採用に応じないのは、同人が組

合に所属し、その主要な役職に就き、会社の攻撃に対抗してきたこ

とに対する嫌悪、報復である。 

  なお、Ｘの定年から２か月後に定年を迎えたＣ11、Ｃ12の両名が

中外テックに採用されなかったのは、被申立人がＸ以外にも中外テ

ックに採用されない者がいるとの事実を作り出そうとしたものであ

る。 

  以上のことから、本件採用拒否はＸに対する不利益取扱いである

と同時に、組合の運営及び活動に対する支配介入であり、不当労働

行為に該当する。 

イ これに対し、被申立人らは次のとおり主張する。 

(ｱ) 新定年制実施前において、会社の定年退職者全員を嘱託再雇用す

るような慣例は存在しておらず、会社において必要と思われる人材

だけを採用していた。 

  また、中外テックへの就職あっせんは、会社の定年退職者全員に

対して行っているのではなく、会社が中外テックで必要と思われる

人材を検討のうえ推薦している。 

  さらに、中外テックの設立当初においては、会社の定年退職者受

入構想もあったが、現在は中外テックの経営方針により、高齢者を

優先的に採用するのではなく、若い人材を広く募集している。 

(ｲ) 加えて、中外テックが求めている人材は機械設備全体について見

積りから設計まで一貫してこなすことのできるプロジェクトマネー

ジャーであり、会社が中外テックへＸをあっせんしなかったのは、

Ｘが電気計装関係の仕事しかできず、中外テックでの必要性は低い

と判断したからである。 

  以上のことから、会社が中外テックへＸをあっせんしなかったこ

とは合理的な理由が存するのであるから、本件は不当労働行為に該

当しない。 

 よって、以下判断する。 

(2) 不当労働行為の成否 

ア まず、新定年制実施前における嘱託再雇用の状況についてみるに、

前記第１．５(1)③、(2)①ないし⑤、（注）エ及びオ認定によると、

昭和57年から61年までの間においては、申立人らの主張するとおり、

特別な事情の認められるＣ13とＣ14を除き、技術系退職者については

嘱託再雇用されていることが認められる。 

  しかしながら、①前記第１．５(1)①認定によると、昭和52年以降56

年までの間についてみると、技術系退職者４名のうち１名のみが嘱託
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再雇用され他は退職していることが認められ、必ずしも技術系退職者

であることのみをもって嘱託再雇用されていたとは言えないこと、及

び②当時技術系退職者のみ再雇用されるとの労使慣行が存するとの確

認が労使間でなされていた等の事実も認められないこと、加えて、③

前記第１．５(1)②認定によると、昭和52年から61年までの間におい

て、事務職及び営業職の定年退職者15名のうち、他社へのあっせんを

受けた２名を除く13名中６名が嘱託再雇用されており、また、技能職

の定年退職者についても20名中３名が嘱託再雇用されていることが認

められ、必ずしも会社定年退職者が嘱託再雇用されている訳ではない

ことからすると、技術系退職者については他の退職者に比して嘱託再

雇用される確率は高かったと言えても、これをもって直ちに再雇用の

慣例ないし慣行が存したとまでは言えない。 

イ 次に新定年制実施後ないし中外テック設立後における技術系退職者

の状況についてみるに、 

(ｱ) 前記第１．３(2)、(3)、(5)並びに５(2)①、②、④ないし⑦及び

（注）カ認定によると、確かに申立人らの主張するように中外テッ

クは会社の高齢社員対策（定年退職者の受皿）等を当面の目的とし

て設立され、設立時において会社に在職していた技術系の嘱託７名

を全員採用し、その後もＸの退職に至るまで、出向中で他社へ再就

職した者１名を除き技術系退職者４名全員が中外テックに採用され

ていたことが認められる。 

  しかしながら、前記第１．２(19)及び３(2)認定によると、①嘱

託７名及び昭和63年の技術系退職者３名については、設立構想にお

いて、初期の社員構成として位置づけられていたこと、及び②会社

は昭和62年１月から新定年制度を導入し、定年延長を実施している

ことがそれぞれ認められ、加えて③前記ア判断のとおり、従来必ず

しも技術系退職者について再雇用の労使慣行が存したとは言えない

ことを併せて考慮すると、中外テックによるこれら10名の採用は、

設立に当たり必要な人材を確保し、企業としての形態を整えるため

のものと見るのが相当である。 

(ｲ) また、前記第１．３(2)認定によると、Ｘら平成２年の退職者に

ついては、Ｂ１試案の段階で初期の社員構成として検討の対象とさ

れていたに過ぎず、しかもその後この部分は全面的に削除されてい

ることからすると、平成２年以降も自動的に会社の技術系退職者を

中外テックに採用するような構想は存しなかったと見るのが相当で

ある。 

(ｳ) さらに、①前記第１．３(2)及び(5)認定によると、設立構想の初

期の社員構成として位置づけられた者以外の技術系退職者で、中外

テックに採用されているのはＣ10のみであり、Ｃ11、Ｃ12の両名は

中外テックに採用されていないこと、②Ｃ10が採用されたことにつ
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いては、前記第１．３(5)認定によると、同人はプロジェクトマネ

ージャーとしての業務に従事できることが認められ、採用されたこ

とについて合理的な理由があること、③Ｃ11、Ｃ12の両名が中外テ

ックに採用されなかったのは、Ｘ以外に中外テックに採用されない

者がいるとの事実を作り出そうとしたものであると申立人らは主張

するが、このような事実が存したと認めるに足る疎明がないこと、

及び④前記第１．４(1)認定のＢ７課長とＸの「どうなるか分から

ないが上の方に言うていきたい。」「今のところ次のことは何も決め

ておらず白紙の状態だ。」とのやりとりを併せて考慮すると、当時

会社において技術系退職者の中外テックへの採用の取扱いが労使慣

行と異ならない程度に定着していたとは言えず、この点に関する申

立人らの主張は採用できない。 

ウ 加えて、前記第１．２認定によると、会社と組合はかつて新定年制

度の導入をめぐり対立状態にあったことが認められるものの、前記第

１．１(4)、２(19)、３(2)、(6)、５(2)⑥、⑦及び(3)認定によると、

①設立後中外テックは外部取引を増加させており、また、独自に求人

活動を行うなど、企業体として独自性を強めようとしていること、②

会社は増加する定年退職者に対応するため、新定年制度を導入してお

り、Ｘにも同制度が適用され、２年間定年延長されていること、③そ

もそもＢ１試案における初期の社員構成として採用を充分検討すると

された者の中で、成案の段階で削除されたのはＸのみではなく、平成

２年定年退職者全員であったこと、及び④Ｘは組合結成時における中

心人物であったものの、昭和45年に執行委員を退いた後は、重要な組

合の役職に就いていないことがそれぞれ認められ、これらのことから

すると、Ｘが中外テックに採用されなかったのは、会社及び中外テッ

クそれぞれの経営方針等に基づくものと判断するのが相当である。 

  したがって、本件に関して会社及び中外テックに不当労働行為が存

したとは言えず、本件申立ては棄却せざるを得ない。 

  以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条及び労

働委員会規則第43条により主文のとおり命令する。 

 

平成４年７月９日 

     大阪府地方労働委員会 

      会長 清木尚芳 ㊞ 


